
佐世保市体育文化館利用料金

◎専用利用料金

【体育館】

※入場料等を徴収する場合には、規定の利用料金に次に掲げる額を加算する

(イ)　営利を目的としない場合

入場料の最高額を60倍した額（ただし、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。）以下の学校及びその団体にあつては、30倍とする。）

(ロ)　営利を目的とする場合

入場料の最高額を100倍した額

※専用利用料金のうち高等学校以下の学校団体その他市長が定める団体が高校生（中等教育学校の後期課程の在学生を含む。以下同じ。）以下を

参加対象者として主催する行事で、市レベルの規模以上のものに係る利用については、規定の利用料金の半額とする。

【集会場（小体育室）】

※専用利用料金のうち高等学校以下の学校団体その他市長が定める団体が高校生（中等教育学校の後期課程の在学生を含む。以下同じ。）以下を

参加対象者として主催する行事で、市レベルの規模以上のものに係る利用については、規定の利用料金の半額とする。

◎練習利用料金（体育館・集会場共通） ◎器具利用料金

※午後7時半から午後9時半の利用については2時間とする

※高校生以下の利用については、規定の利用料金の半額とする。

◎付属施設利用料金

◎駐車場利用料金

単位器具名

大体育室放送設備（有線マイク）

放送設備（ワイヤレスマイク）

ＣＤプレイヤー

ＭＤプレイヤー

集会場放送設備（有線マイク）

ダイナミックマイク

ワイヤレスマイク

一式

一式

1台
1台

一式

1本
１本

バドミントンコート1面１時間につき

バイク 30円 30円 30円

３９０円

１，２００円

昼間料金

コンセント

電光得点表示板

演台

平台

長机

椅子

コインロッカー

音
響
器
具

そ
の
他
の
器
具

30円

専用付帯利用
（1利用につき）区分

個別利用（1時間につき）

市 民

（市内の団体） （市外の団体）

区分
利用料金

１，０８０円
８８０円

１，３５０円
１，１００円

バスケットボールコート1面１時間につき

バレーボールコート1面１時間につき

市 民 市民以外の方

ミーティングルーム ９５０円 ７９０円

　　　　　　利用時間
区分

一般料金（30分につき） 施設利用者料金（30分につき）
昼間料金 夜間料金

役員室 １，１９０円
９００円会議室 ８４０円
６００円

自動車 110円 50円 50円 50円

夜間料金
（午前8時～午後10時半） （午後10時半～午前8時） （午前8時～午後10時半） （午後10時半～午前8時）

選手控室Ａ・Ｂ ４７０円

５０円
ステージ

１１０円

１８０円 ２３０円
５０円２９０円

1脚
１箱

市民以外の方

１０円

３１０円

５３０円

５３０円 （退場タイマー含む）

３１０円

（市内の団体） （市外の団体）

1組
一式
1枚
1脚

３５０円

１，０６０円 ダイナミックマイク2本付き

1個

備考

１，５９０円 ダイナミックマイク2本付き

営利を目的とする場合 ７７，７６０円 ７７，７６０円 ７７，７６０円

1利用につき

５３０円

卓球台1台1時間につき

４３０円
２８０円

５３０円

２１０円

２，１３０円
３１０円

入場料を徴収する場合 ７７，７６０円 ７７，７６０円 ７７，７６０円

　　～　午後９時
４，３２０円 ４，３２０円 ４，３２０円
８，６４０円 ８，６４０円 ８，６４０円

営利を目的とする場合 ２３３，２８０円 ２３３，２８０円 ２３３，２８０円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用時間
区分

　　午前９時　 　　午後１時 　　午後５時
　　～　午後1時 　　～　午後５時

体育スポーツに利用する場合営利を目的としない
場合 体育スポーツ以外に利用する場合

R1.10.１改正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用時間
区分

　　午前９時　 　　午後１時 　　午後５時
　　～　午後１時 　　～　午後５時 　　～　午後９時

利用不可

営利を目的と
しない場合

体育スポーツに利用する場
合

入場料を徴収しない場合 ８，６４０円 ８，６４０円 ８，６４０円
入場料を徴収する場合 ２５，９２０円 ２５，９２０円 ２５，９２０円

体育スポーツ以外に利用
する場合

入場料を徴収しない場合 ２５，９２０円 ２５，９２０円 ２５，９２０円


